
第 7 9 回 定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

証券コード：9869

加藤産業株式会社

開催
日時 2025年12月19日（金曜日）午前10時

開催
場所

兵 庫 県 西 宮 市 松 原 町 ８ 番 ５ 号
加 藤 産 業 株 式 会 社  本 社 南 館 ４ 階 大 会 議 室

インターネット等又は書面による議決権行使期限
2025年12月18日（木曜日）午後５時30分まで

決議
事項
　

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

＜株主の皆様へ＞

・株主総会の議決権行使は、当日ご出席のほか、インター
ネット等又は書面による方法もございますので、そちら
のご利用も併せてご検討ください。

・株主総会での株主様へのお土産の用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード　9869
2025年12月１日

株 主 各 位
兵 庫 県 西 宮 市 松 原 町 ９ 番 2 0 号
加 藤 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員 加 藤 和 弥

【当社ウェブサイト】
https://www.katosangyo.co.jp/irinfo/shareholders_meeting/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show＝Show

１． 日 時 2025年12月19日（金曜日）午前10時
２． 場 所 兵庫県西宮市松原町８番５号

加藤産業株式会社　本社南館４階 大会議室（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）
３． 会 議 の 目 的 事 項

報 告 事 項 １．第79期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計算書類
並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第79期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

第79回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子
提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかの
ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「加藤産業」又は「コード」に当社証券
コード「9869」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択して、「縦覧書類」に
ある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）
　なお、当日ご出席されない場合はインターネット等又は書面（郵送）により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、2025年12月18日（木曜日）午後５時30分ま
でに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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株主総会動画事後配信のご案内

○　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。また、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

○　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正
前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
○　電子提供措置事項については、前記インターネット上の各ウェブサイトにアクセスのうえご確認いただくこ
とを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り書面でお送りすることとなりましたが、
本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、議決権を有するすべての株主様に一律に電子提供
措置事項を記載した書面をお送りいたします。
　また、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする
書面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しておりま
す。
①　事業報告の「内部統制システムの整備に関する基本方針」「内部統制システムの運用状況の概要」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

　当日の株主総会の模様は、当社ウェブサイトにて公開を予定しております（公開予定時期：12月下旬）。
　https://www.katosangyo.co.jp/irinfo/shareholders_meeting/
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議決権行使方法についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討いただき、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネット等で
議決権を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

議決権行使書用紙に議案の賛否をご
表示のうえ、切手を貼らずにご投函
ください。議決権行使書面におい
て、議案に賛否の表示がない場合
は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

行使期限 行使期限 開催日時

2025年12月18日（木曜日）
午後５時30分受付分まで

2025年12月18日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2025年12月19日（金曜日）
午前10時

インターネット等による議決権行使のご案内
・当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）から、行使期限までに賛否をご入力いただく
ことによってのみ行使可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは保守・点検のため
取扱いを休止します。）
・インターネット等及び書面（郵送）の両方で重複して、議決権行使をされた場合は、インターネット等による
議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権
行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・インターネット等又は書面（郵送）にて事前に議決権行使をされた株主様が当日ご出席の場合は、事前の行使
内容を撤回されたものとして取り扱いますので、予めご留意ください。
・議決権行使集計の都合上、お早めに行使いただきますようお願い申しあげます。
・ご不明な点がございましたら、次頁記載のヘルプデスクへお問い合わせください。
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QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

※‌「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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期末配当に関する事項
⑴ 配当財産の種類

金銭
⑵ 株主に対する配当財産の割り当てに

関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金70円
総額　　2,156,063,980円

⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年12月22日

2021年度
第75期

2022年度
第76期

2023年度
第77期

2024年度
第78期

2025年度
第79期

72
83

97

120

140

30.18
25.09 27.18 25.86

32.79

【ご参考】1株当たり年間配当金/連結配当性向

1株当たり年間配当金（円）

連結配当性向（％）

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と認識し、収益力の向上と財務体質の強
化を図りながら、安定的かつ業績に見合った累進配当政策※1を採用し、原則として1株当たり
20円を上限とする増配を毎年継続的に実施※2することで、配当性向を段階的に40%まで引き
上げることを目標としております。また、内部留保につきましては、経営基盤のさらなる強化
に向けて、物流機能の充実、情報システムの高度化及び新規事業投資等に積極的に活用してま
いりたいと考えております。
　上記の方針に基づき、第79期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと
存じます。
　これにより、中間配当70円を合わせた当期の配当は、１株につき140円となります。
※１：原則として減配せず、配当の維持もしくは増配を行う政策
※２：開始時期は2025年９月期より
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候補者
番　号 氏　名 属　性 現在の当社における地位及び担当 在任

年数

１
か

加
とう

藤
 

　
かず

和
や

弥 再任 代表取締役社長執行役員 30年

２
なか

中
むら

村
 

　
とし

考
なお

直 再任 取締役専務執行役員
営業本部長兼グループ営業担当 10年

３
ひ

日
び

比
 

　
けい

啓
すけ

介 再任 取締役常務執行役員
ロジスティクス本部長兼物流事業担当 ９年

４
つぐ

次
いえ

家
 

　
しげ

成
のり

典 再任
　

取締役上席執行役員
管理本部長兼グループ管理担当 ８年

５
おお

大
にし

西
 

　
たか

高
し

司 再任 取締役上席執行役員
南近畿支社長 ４年

６
や

八
そ

十
かわ

川
 

　
ゆう

祐
すけ

輔 再任
社外
独立　

社外取締役 10年

７
かい

海
ほ

保
 

　
あや

理
こ

子 再任
社外
独立　

社外取締役 ７年

８
あお

青
き

木
 

　
ひで

英
ひこ

彦 再任
社外
独立　

社外取締役 ４年

第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役３名を含む取締役
８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

１

再　　任
か

加
 

　
とう

藤
 

　
かず

和
 

　
や

弥
(1969年７月10日生)

    1994年    3 月 当社入社
    1995年    12月 当社取締役社長室長
    1996年    10月 当社取締役物流部長
    1997年    12月 当社取締役ロジスティクス担当兼営業企画部長
    1999年    4 月 当社取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐
    1999年    12月 当社常務取締役ロジスティクス担当兼営業担当補佐
    2000年    3 月 当社常務取締役システム本部長・営業本部長補佐
    2001年    12月 当社専務取締役管理本部長・システム本部長・

関連事業本部長
    2003年    12月 当社代表取締役社長
    2012年    12月 当社代表取締役社長システム本部長
    2016年    12月 当社代表取締役社長情報システム担当
    2019年    12月 当社代表取締役社長

2023年    12月 当社代表取締役社長執行役員（現任）
（所有する当社株式の数）

55,164株
（重要な兼職の状況）
重要な兼職はありません。

■取締役候補者とした理由
　加藤和弥氏は、食品流通業界における幅広い人脈と企業経営者としての豊富な経験を有しており、人格・見
識ともに優れております。当社においては、2003年12月から代表取締役社長を務め、長年にわたりグループ
全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向
上に資する者として適任であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

２

再　　任
なか

中
 

　
むら

村
 

　
とし

考
 

　
なお

直
(1967年９月７日生)

    1991年    4 月 当社入社
    2008年    10月 当社中部支社名古屋支店長
    2011年    4 月 当社広域流通部長
    2013年    12月 当社執行役員広域流通部長
    2014年    12月 当社執行役員広域流通部長兼ブランド事業部長
    2015年    12月 当社取締役営業本部長補佐広域流通部長

兼ブランド事業部長
    2017年    8 月 当社取締役営業本部長補佐兼広域流通担当

兼ブランド事業部長
    2018年    12月 当社常務取締役営業本部長補佐兼広域流通担当

兼ブランド事業部長兼ブランド事業・海外事業担当
    2019年    4 月 当社常務取締役営業本部長補佐兼広域流通担当

兼ブランド事業・海外事業担当
    2019年    12月 当社常務取締役営業本部副本部長兼広域流通担当

兼ブランド事業・海外事業担当
2021年    12月 当社常務取締役営業本部副本部長 広域流通担当

兼ブランド事業担当兼中部地区担当
2022年    12月 当社常務取締役営業本部副本部長 広域流通担当

兼中部地区担当
2023年    12月 当社取締役専務執行役員営業本部長

兼グループ営業担当（現任）
（所有する当社株式の数）

21,633株
（重要な兼職の状況）
重要な兼職はありません。

■取締役候補者とした理由
　中村考直氏は、営業分野において豊富な業務経験と知見を有しております。また、自社ブランド商品強化並
びに安定収益の確保に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適
任であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

３

再　　任
ひ

日
 

　
び

比
 

　
けい

啓
 

　
すけ

介
(1965年12月28日生)

    1989年    4 月 当社入社
    2010年    10月 当社ロジスティクス部長
    2014年    12月 当社執行役員システム本部副本部長

兼ロジスティクス部長
    2016年    12月 当社取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長
    2018年    12月 当社取締役ロジスティクス本部長兼ロジスティクス部長

兼物流事業担当
    2019年    1 月 当社取締役ロジスティクス本部長

兼物流事業担当
2023年12月 当社取締役常務執行役員ロジスティクス本部長

兼物流事業担当（現任）
（所有する当社株式の数）

8,388株
（重要な兼職の状況）
重要な兼職はありません。

■取締役候補者とした理由
　日比啓介氏は、ロジスティクス部門において豊富な経験と知見を有し、現在、当社ロジスティクス本部長兼
物流事業担当として、物流の分野において当社を牽引しております。これらのことから当社の持続的な企業価
値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

４

再　　任
つぐ

次
 

　
いえ

家
 

　
しげ

成
 

　
のり

典
(1972年９月24日生)

    1995年    4 月 当社入社
    2012年    4 月 当社総務部付部長（ケイ低温フーズ株式会社出向）
    2015年    12月 当社総務部長兼環境管理部長
    2016年    12月 当社執行役員総務部長兼環境管理部長
    2017年    12月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長兼環境管理部長
    2018年    4 月 当社取締役管理本部副本部長兼総務部長
    2018年    12月 当社取締役管理本部長兼グループ管理担当

2021年    12月 当社取締役管理本部長兼グループ管理担当
兼海外事業担当

2022年10月 当社取締役管理本部長兼グループ管理担当
兼海外事業担当兼総務部長

2023年12月 当社取締役上席執行役員管理本部長
兼グループ管理担当兼総務部長

2025年    1 月 当社取締役上席執行役員管理本部長
兼グループ管理担当（現任）

（所有する当社株式の数）
184,369株

（重要な兼職の状況）
加藤ＳＣアジアインベストメント株式会社代表取締役社長

■取締役候補者とした理由
　次家成典氏は、主に管理部門の業務に従事し、豊富な経験と知見を有しております。また、制度改革等によ
りコーポレート・ガバナンス及び経営管理の分野において当社を牽引しております。これらのことから当社の
持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

５

再　　任
おお

大
 

　
にし

西
 

　
たか

高
 

　
し

司
(1967年10月13日生)

    1992年    5 月 当社入社
    2015年    2 月 当社中四国支社松山支店長
    2019年    4 月 当社中四国支社長
    2019年    12月 当社執行役員中四国支社長

2021年    12月 当社取締役中四国支社長
2022年    5 月 当社取締役中四国支社長兼広島支店長
2022年10月 当社取締役中四国支社長
2023年12月 当社取締役上席執行役員中四国支社長
2025年12月 当社取締役上席執行役員南近畿支社長（現任）

（所有する当社株式の数）
5,288株

（重要な兼職の状況）
重要な兼職はありません。

■取締役候補者とした理由
　大西高司氏は、主に営業に関する業務に従事し、幅広い取引先との関係を築いてまいりました。また、営業
力の強化並びに安定収益の確保に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する
者として適任であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

６

再　　任

社外役員

独立役員
や

八
 

 
そ

十
 

 
かわ

川
 

　
ゆう

祐
 

　
すけ

輔
(1965年10月22日生)

    1989年    4 月 日本電信電話株式会社入社
    1999年    1 月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
    2013年    5 月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ入社

同社ディレクター
    2015年    8 月 株式会社ワイノット設立

同社代表取締役（現任）
    2015年    12月 当社社外取締役（現任）
    2018年    9 月 株式会社unerry社外取締役（現任）
    2019年    2 月 MYCARE Hawaii Inc. CEO（現任）

（所有する当社株式の数）
―株

（重要な兼職の状況）
株式会社ワイノット代表取締役
MYCARE Hawaii Inc. CEO

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　八十川祐輔氏は、コンサルティング会社をはじめ幅広い業界において、成長戦略及び中期経営計画の策定と
実行支援、財務戦略・資本政策の策定、グループ会社マネジメント等の企業経営の重要な経験を豊富に有して
おります。上記の理由により、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営全般について客観的な
助言を行い、当社の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくため、同氏を引き続
き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

７

再　　任

社外役員

独立役員
かい

海
 

　
ほ

保
 

　
あや

理
 

　
こ

子
(1962年１月29日生)

    2000年    9 月 フィデリティ証券株式会社入社
同社オンライン証券・新規事業推進部長

    2006年    9 月 株式会社日立コンサルティング入社
同社金融事業部シニア・ディレクター

    2010年    5 月 日本IBM株式会社入社
同社グローバル・ビジネス・サービス金融事業部
パートナー

    2015年    6 月 EYアドバイザリー&コンサルティング株式会社入社
同社ライフ・サイエンスディレクター

    2017年    10月 Office Kaiho設立
同社代表（現任）

    2018年    12月 当社社外取締役（現任）
    2020年    7 月 スヴォーダソフトウェア(同)サービス デリバリー

シニア ディレクター
    2024年    1 月 JURO SCIENCES株式会社社外監査役（現任）
    2024年    3 月 SFG SCIENCES株式会社社外監査役（現任）

（所有する当社株式の数）
―株

（重要な兼職の状況）
Office Kaiho代表

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　海保理子氏は、金融業界及びコンサルティング業界等において、新規事業の推進及びグローバルビジネス等
の重要な業務執行経験を有しており、当社の今後の成長戦略において当社の属する業界にとらわれない幅広い
見地から、経営全般に関する客観的、中立的かつ専門的な立場で当社の持続的な成長とコーポレート・ガバナ
ンスの強化に寄与していただけると判断し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
(重要な兼職の状況)

８

再　　任

社外役員

独立役員
あお

青
 

　
き

木
 

　
ひで

英
 

　
ひこ

彦
(1967年３月５日生)

    1989年    4 月 株式会社野村総合研究所入社
同社投資調査部

    1997年    1 月 米国 野村証券インターナショナル配属
同社調査部

    2000年    7 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
同社東京支社 調査部小売セクター担当
ヴァイスプレジデント

    2005年    7 月 メリルリンチ日本証券株式会社入社
同社調査部小売セクターチームヘッド マネージング・
ディレクター

    2017年    9 月 野村證券株式会社入社
同社エクイティ・リサーチ部消費チームヘッド
マネージング・ディレクター

    2020年    9 月 学校法人東京理科大学大学院 経営学研究科
技術経営専攻教授（現任）

    2021年    12月 当社社外取締役（現任）
    2022年    8 月 株式会社物流革命社外取締役（現任）
    2023年    6 月 株式会社ワールド社外取締役（現任）

（所有する当社株式の数）
―株

（重要な兼職の状況）
学校法人東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻教授

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとしての豊富な業務執行経験を有して
おります。当社の属する業界への幅広い見地と資本市場での実務経験から、経営全般に関する客観的、中立的
かつ専門的な立場で当社の持続的な成長とコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけると判断し、
同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
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（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は、社外取締役候補者である八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏との間で会社法第

427条第１項及び当社定款第25条の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低
責任限度額であり、八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏が再任された場合は、当該契約を
継続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役及び監査役を含む被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場
合、損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、当該
保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）。各候補者が取締役に選任され就任した
場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容
での更新を予定しております。

５. 八十川祐輔氏、海保理子氏並びに青木英彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を
満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
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氏　　　　名
（生年月日）

略歴及び当社における地位
(重要な兼職の状況)

新　　任
くれ

呉　
た

田
 

　
ゆう

祐
 

　
じ

次
(1964年10月21日生)

    2016年    5 月 当社入社
    2017年    3 月 当社経理部長
    2018年    12月 当社経理部長兼関連事業統括室長
    2022年    4 月 当社経理部長（現任）

（所有する当社株式の数）
100株

（重要な兼職の状況）
重要な兼職はありません。

■監査役候補者とした理由
　呉田祐次氏は、長年にわたり経理部長として業務に従事し、豊富な実務経験を有しております。財務・
会計に関する高度な専門知識を活かし、適切な監査を遂行することが期待できることから、当社経営の健
全性・適法性の充実に貢献していただけるものと判断し、同氏を新たに監査役候補者といたしました。

第３号議案　監査役１名選任の件
　監査体制の強化及び充実を図るため、監査役１名の増員をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し

ており、当社取締役及び監査役を含む被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場
合、損害賠償金及び訴訟費用を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、当該
保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）。候補者が監査役に選任され就任した場
合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で
の更新を予定しております。
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氏名
○社外　❖新任

企業
経営

営業・マー
ケティング ＳＣＭ

IT・
DX

財務・
会計

コンプライ
アンス・リ
スク管理

人事労務・
人材開発

ＥＳＧ・
サステナ
ビリティ

ガバナン
ス委員会

コンプラ
イアンス
委員会

内部統制
委員会

危機管理
委員会

サステナ
ビリティ
委員会

取
締
役

加 藤 和 弥 ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ■

中 村 考 直 ● ● ● ● ● ● ■ ■

日 比 啓 介 ● ● ● ● ● ● ■ ■

次 家 成 典 ● ● ● ● ● ● ■ ■ ■ ■ ■

大 西 高 司 ● ● ● ● ■ ■

○ 八 十 川 　 祐 　 輔 ● ● ● ● ■

○ 海 保 理 子 ● ● ● ● ● ■

○ 青 木 英 彦 ● ● ● ● ■

監
査
役

池 村 昌 人 ● ● ■

❖ 呉 田 祐 次 ● ●

○ 山 村 幸 治 ● ● ● ■

○ 中 　 村 　 明 日 香 ● ● ● ● ■

【ご参考】取締役及び監査役（候補者含む）のスキルマトリックス
　第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決されますと、役員の構成は次のとおりとなり、役
員のうち女性の比率は16％となります。

■各委員会メンバー

（注）１. 上記一覧表は、各候補者に期待する主な専門性・知見です。
２. 各委員会の体制は、2025年９月30日時点です。
３. サステナビリティ委員会の委員長は社長、危機管理委員会の委員長は営業本部長、ガバナンス委員
会、コンプライアンス委員会並びに内部統制委員会の委員長は管理本部長が、それぞれ務めておりま
す。
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2024年9月末残高 45,887百万円

　売却 ▲838百万円

　株価変動等 9,228百万円

2025年9月末残高 54,276百万円
　

2024年9月末
458億円

2025年9月末
542億円

売却
▲8億円

株価変動等
92億円

【ご参考】政策保有株式に関する方針及び縮減状況
　１．政策保有株式に関する方針
　　当社は、取引先との良好な取引関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため、取引先の株式を取
得し保有することとしております。取引先の株式は、当社事業の発展に資するか否かを判断してお
り、毎年、取締役会等にてすべての保有株式の状況について、保有目的及び取引状況、保有に伴う
便益やリスク、投資リターン等を総合的に勘案し、保有の適否を確認・検証し、保有の意義が必ず
しも十分でないと判断される場合は縮減を図ります。

　２．政策保有株式の縮減状況
　　2025年度に売却した銘柄数は８銘柄、売却額は８億38百万円となりましたが、保有銘柄の株価
上昇等が影響した結果、2025年９月末時点で当社が保有する政策保有株式の貸借対照表計上額の
合計額は、542億76百万円（対前期末比83億89百万円増）となりました。

＜保有残高の期中増減要因（2024年10月～2025年９月）＞

以　上
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事業報告（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、雇用や所得環境が改善する中で景況感は緩やかに回
復しておりますが、米国政権の関税政策が世界経済に与える影響や政府の経済政策の方向性等に
より、先行きは依然として不透明な状況が続いております。また、今後の国内外の景気や企業経
営の見通し、為替・金利の変動など、市場環境の不確実性は一段と高まっております。
　食品流通業界におきましては、消費者の食生活や購買行動の多様化が進むとともに、小売業の
業種・業態を超えた競争が激しくなっております。さらに、原材料価格も含めた仕入価格やエネ
ルギー価格等の高止まりに加えて、人件費や物流費の上昇により、今後も商品の値上げが継続的
に実施されると想定されます。また、消費者の所得環境は、賃上げの動きはあるものの、物価上
昇により実質賃金は低下しており、商品やサービスの値上げが続くことで、節約志向が進行し消
費マインドは冷え込みつつあります。特に日常の生活関連消費においては生活防衛意識が高まっ
ている一方で、価値志向と節約志向の消費の二極化が進行しており、メリハリのある消費行動が
定着しつつあります。
　このような状況に対して当社グループは、グループミッションである『豊かな食生活を提供し
て人々の幸せを実現すること』を目指して、顧客への価値創出活動及び物流現場での改善活動に
取り組むとともに、デジタル技術を活用した業務マニュアルや業務フローの改善及びデータリテ
ラシーの向上に取り組み、付加価値を高める営業活動・業務活動を進めてまいりました。
　海外事業におきましては、今後の当社グループの成長戦略の一つとして位置づけ、マレーシ
ア・ベトナム・シンガポール・中国国内での食品卸売事業の展開を図っており、日本を含めたア
ジア地域における食品流通事業の強化を進めるとともに、利益体質への転換を図っております。
　以上の結果、当連結会計年度における営業収益は、既存得意先を中心とした取引の増大によ
り、前期に比べて3.8％増加して1兆2,142億65百万円となり、営業利益は181億80百万円（前
期比7.9％増）、経常利益は201億円（前期比7.5％増）となりました。そして、親会社株主に帰
属する当期純利益は、前期に政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益等を計上したことも
あり、前期に比べて8.5％減少の132億28百万円となりました。
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⑵ 設備投資並びに資金調達の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、160億59百万円で、その主なものは、当
社における物流センター用地の取得及び物流センターの新築工事等であります。
　その所要資金は、自己資金及びリース契約によっております。

⑶ 重要な企業再編等の状況
　該当事項はありません。

区 分 第 76 期
2022年９月期

第 77 期
2023年９月期

第 78 期
2024年９月期

第 79 期
（当連結会計年度）

2025年９月期
営 業 収 益

（百万円） 1,035,664 1,099,391 1,169,834 1,214,265

経 常 利 益
（百万円） 15,387 18,501 18,697 20,100

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

（百万円）
11,276 12,002 14,459 13,228

１株当たり当期純利益
（円） 329.95 356.94 453.05 425.71

総 資 産
（百万円） 400,792 452,966 454,688 466,325

純 資 産
（百万円） 140,230 155,751 162,893 177,013

１株当たり純資産額
（円） 4,019.82 4,453.82 4,999.22 5,487.49

⑷ 財産及び損益の状況

（注）１．第78期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第77期に関連する
財産及び損益の状況については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な
見直しが反映された後の金額によっております。

２．「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28
日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、第76期以降に係る財産及び損益の状況につい
ては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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⑸ 対処すべき課題
　当社グループが、自主独立の経営を維持し成長を続けるためには、卸売業の基本機能の充実と
ともに、環境の変化に即した対応策を実行することにより、年度業績目標を着実に達成し、成果
を積み上げることが重要な課題と認識し、鋭意取り組んでおります。
　直面する課題として、食品流通業界におきましては、消費者の食生活や購買行動の多様化が進
むとともに、小売業の業種・業態を超えた競争が激しくなっております。さらに、原材料価格も
含めた仕入価格やエネルギー価格等の高止まりに加えて、人件費や物流費の上昇により、今後も
商品の値上げが継続的に実施されると想定されます。また、消費者の所得環境は、賃上げの動き
はあるものの、物価上昇により実質賃金は低下しており、商品やサービスの値上げが続くこと
で、節約志向が進行し消費マインドは冷え込みつつあります。特に日常の生活関連消費において
は生活防衛意識が高まっている一方で、価値志向と節約志向の消費の二極化が進行しており、メ
リハリのある消費行動が定着しつつあります。
　このような状況に対して当社グループは、卸売業としての基本機能である営業と物流が連携を
取りながら総合力を発揮して、デジタル技術の活用も含めて取引先との取組み関係をより一層強
化し、顧客価値の創造を推進することで、卸売機能を強化してまいります。加えて、自社ブラン
ド商品については、商品開発や販促施策、消費者との接点作りなどにおいてブランド価値を上げ
ながら拡売し、収益の確保を図ってまいります。一方、物流費をはじめとした諸経費に関して
は、物流関連企業との連携強化や機械化・デジタル化の推進等により、全ての業務を見直して生
産性を向上させ、コストの抑制及び経営の効率化を進めてまいります。今後の当社グループの成
長戦略の一つである海外事業では、特にマレーシアにおいては同国最大級、ベトナム及びシンガ
ポールにおいても同国で有力な卸売業グループとして、引き続き日本を含めたアジア地域におけ
る食品流通事業の一層の強化を進めてまいります。
　社員教育につきましては、組織の強化に向けたマネジメント層を対象とした研修、営業力強化
のための営業研修、当社グループの次代を担う若手人材の教育等に引き続き力を注いでまいりま
す。また、与信管理につきましては、与信区分及び信用取引限度額を与信管理システムにより定
期的に見直し、不良債権の発生防止に努めてまいります。
　そして、自然災害等の緊急事態発生時において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核
となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするためのＢＣＰ（事業継続計画）を策定・整備
し、緊急時に備えての教育・訓練等を継続的に実施してまいります。
　なお、「企業の社会的責任」につきましては、本業を誠実に遂行することを基本として、内部
統制システムの整備・運用を維持しつつ、さらに統制レベルの向上を目指すとともに、コンプラ
イアンスをはじめ、企業に求められる様々な社会問題への対応にも真摯に取り組んでまいりま
す。
　また、サステナビリティに関する取り組みに関しましては、サステナビリティ基本方針を定め
るとともにサステナビリティ委員会を設置し、「脱炭素」「フードロス＆ウェイスト」「資源循
環」「多様な人財の活躍」の４つのマテリアリティ（重要課題）の解決に取組むことで、持続可
能な社会の実現に貢献するとともに、当社グループの持続的成長を目指してまいります。
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　加えて、地球温暖化による気候変動は当社グループのビジネスに留まらず、人々の生活にも大
きな影響を及ぼすため、事業活動で排出されるCO₂の削減を進めております。さらに、
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の枠組みを活用して気候変動によるリスクと機
会を特定し、当社グループへの影響を分析したうえで、その対応を進めております。

⑹ 主要な事業内容（2025年９月30日現在）
　当社グループは食品卸売業を主な事業内容とし、さらに物流及びその他サービス等の事業活動
を展開しております。

本 社 （ 本 店 ） 兵庫県西宮市松原町９番20号

東 京 本 部 東京都大田区大森中１丁目２番28号

支 社

北海道支社(北海道)、東北支社(宮城県)、東関東支社(東京都)、
北関東支社(東京都)、南関東支社(東京都)、中部支社(愛知県)、
北近畿支社(大阪府)、南近畿支社(大阪府)、西近畿支社(兵庫県)、
中四国支社(広島県)、九州支社(福岡県)

食 品 卸 売 業

Lein Hing Holdings Sdn.Bhd.(マレーシア)、
Merison (M) Sdn.Bhd.(マレーシア)、
Teo Soon Seng Pte.Ltd.(シンガポール)、
Naspac Marketing Pte.Ltd.(シンガポール)、
Song Ma Retail Co., Ltd.(ベトナム)、
Nam Khai Phu Service Trading Production Co., Ltd.(ベトナム)、
Toan Gia Hiep Phuoc Trading Co., Ltd.(ベトナム)

低 温 食 品 卸 売 業 ケイ低温フーズ株式会社(兵庫県)

酒 類 ・ 食 品 卸 売 業 三陽物産株式会社(大阪府)、ヤタニ酒販株式会社(大阪府)

菓 子 卸 売 業 カトー菓子株式会社(愛媛県)、株式会社植嶋(和歌山県)

製 造 業 和歌山産業株式会社(山形県)、株式会社グリーンウッドファクトリー(兵庫県)

物 流 業 マンナ運輸株式会社(京都府)、カトーロジスティクス株式会社(兵庫県)

⑺ 主要拠点（2025年９月30日現在）
①　当　社

②　子会社
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従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

4,099（346）名 △314（△37）名

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,152（129）名 ＋25（△41）名 40.5歳 14.8年

⑻ 従業員の状況（2025年９月30日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）臨時従業員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
② 当社の従業員の状況

（注）臨時従業員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 
Malaysia Berhad 3,229百万円

MUFG Bank (Malaysia) Berhad 788百万円

株式会社三井住友銀行 296百万円

⑼ 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）
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会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

N a m  K h a i  P h u  S e r v i c e 
Trading Production Co.,Ltd. 1,612 100.00 食品卸売業

Lein Hing Holdings Sdn.Bhd. 1,494 100.00 食品・日用雑貨卸売業

ケ イ 低 温 フ ー ズ 株 式 会 社 1,200 61.25 低温食品卸売業

三 陽 物 産 株 式 会 社 670 51.00 酒類・食品卸売業

Song Ma Retail Co., Ltd. 420 100.00 食品卸売業

Naspac Marketing Pte.Ltd. 105 100.00 食品卸売業

ヤ タ ニ 酒 販 株 式 会 社 100 100.00 酒類・食品卸売業

⑽ 重要な子会社の状況

当社の連結子会社は上記に記載の7社を含む30社、持分法適用会社は5社（非連結子会社4社及び関連会社
１社）であります。

⑾ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 72,000,000株
② 発行済株式の総数 35,000,000株
③ 株主数 6,581名

株　　　　　　主　　　　　　名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 3,389千株 11.00％

三 井 物 産 株 式 会 社 1,576 5.11

株 式 会 社 プ ラ ス ダ ブ ル 1,280 4.15

三 菱 商 事 株 式 会 社 893 2.90

株 式 会 社 加 藤 興 産 850 2.75

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 846 2.74

キ ユ ー ピ ー 株 式 会 社 841 2.73

ハ ウ ス 食 品 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 838 2.72

カ ゴ メ 株 式 会 社 731 2.37

JP　MORGAN　CHASE　BANK　385632 646 2.09

株 式 数 交 付 対 象 者 数

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 2,634株 ５名

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2025年９月30日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は自己株式4,199,086株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
３．持株比率は自己株式（4,199,086株）を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容は、「(2)③当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおりであり
ます。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 加 藤 和 弥

取 締 役
専 務 執 行 役 員 中 村 考 直 営業本部長兼グループ営業担当

取 締 役
常 務 執 行 役 員 日 比 啓 介 ロジスティクス本部長兼物流事業担当

取 締 役
上 席 執 行 役 員 次 家 成 典 管理本部長兼グループ管理担当

加藤ＳＣアジアインベストメント株式会社代表取締役社長
取 締 役
上 席 執 行 役 員 大 西 高 司 中四国支社長

取締役(社外取締役) 八十川　祐　輔 株式会社ワイノット代表取締役
MYCARE Hawaii Inc. CEO

取締役(社外取締役) 海 保 理 子 Office Kaiho代表

取締役(社外取締役) 青 木 英 彦 学校法人東京理科大学大学院 経営学研究科
技術経営専攻教授

常 勤 監 査 役 池 村 昌 人

監査役(社外監査役) 山 村 幸 治 日本山村硝子株式会社取締役会長

監査役(社外監査役) 中　村　明日香 中村明日香公認会計士・税理士事務所代表

⑵ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１．監査役中村明日香氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
しております。

２．当社は、取締役八十川祐輔氏、取締役海保理子氏、取締役青木英彦氏、監査役山村幸治氏並びに監査役
中村明日香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等の損害を当該保険契約により
填補することとしております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにす
るための措置として、会社補償の免責金額を設定しております。
　当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び委任型執行役員並びに国内子会社の
取締役及び監査役であり、その保険料については全額当社が負担しております。
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③ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
（ⅰ）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　当社は、2021年２月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
かかる決定方針を決議し、その後、2023年11月10日開催の取締役会において譲渡制限
付株式報酬の導入について決議したことから、同方針を下記のとおり変更いたしました。
当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について独立役員と事前に協議し、答申を
受けております。
　なお、2023年12月22日開催の第77回定時株主総会において、取締役に対する退職慰
労金制度の廃止を決議いたしました。

　a.基本方針
　取締役の報酬は、企業価値の最大化に寄与することを目的に設計しており、個々の取締
役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具
体的には固定報酬である基本報酬の他に、変動報酬である短期インセンティブとなる業績
連動報酬及び非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬により構成し、社外取締役の報酬に
ついては、経営の監督機能を十分に機能させるため、基本報酬のみとする。また、監査役
の報酬については、あらかじめ株主総会で決議された範囲内で基本報酬のみを支給する。

　b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　　（基本報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

　取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、
従業員給与の水準等も考慮しながら、別に定める内規に基づいて決定し、毎月支給する。

　c.業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
　　（業績連動報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

　業績連動報酬は、企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益
を業績指標とし、役位別に設定した支給率を乗じて算出した金額に基づき、毎年一定の時
期に支給する。
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　d.非金銭報酬等の内容及び額の算定の方法の決定に関する方針
　　（非金銭報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む）

　非金銭報酬等については、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与
するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株
式報酬を採用しております。これは、社外取締役を除く取締役に対し、①あらかじめ定め
られた期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生
じた場合には当社が無償で取得すること等の条件を付した譲渡制限付株式を一定の時期に
付与するものであります。その株式数は役位を基準として取締役会決議により決定してお
ります。なお、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために発行又は処分される当
社の普通株式の総額は、2023年12月22日開催の定時株主総会において決議された年額
30百万円以内といたします。また、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対
象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとしておりま
す。

　e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬等については、1988年12月16日開催の定時株主総会において決議され
た報酬限度額（使用人兼取締役の使用人分の給与を除く）である年額350百万円の範囲内
において、取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任
を受けるものとし、その権限の内容は、業績連動報酬の評価及びその具体的な額の決定と
しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役
の役割及び業務執行の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
　また、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、取締役会の
決議に際しては、事前に取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会の答申を受け
た上で審議しております。

（ⅱ）当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　取締役の個人別の報酬等は、ガバナンス委員会にて事前に協議した上で、取締役会にて
決議された決定方針に基づく報酬基準に従って支給されていることから、取締役の個人別
の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
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区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

227
（23）

148
（23）

67
（－）

11
（－）

8
（3）

監　査　役
（うち社外監査役）

30
（12）

30
（12）

－
（－）

－
（－）

5
（3）

合　　　計
（うち社外役員）

258
（35）

179
（35）

67
（－）

11
（－）

13
（6）

（ⅲ）取締役及び監査役の報酬等の総額

（注）1．株主総会の決議（1988年12月16日改定）による取締役報酬限度額（使用人兼務取締役の使用
人分の給与を除く）は年額350百万円であり、監査役報酬限度額は年額50百万円であります。当
該株主総会終結時点の取締役の員数は14名、監査役の員数は3名であります。

2．上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額13百万円を支払っております。
3．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額67百万円（取締役（社外取締役を除く）５名に対
し67百万円）。

4．業績連動報酬は、企業活動の最終的な成果である各事業年度の連結及び単体の経常利益を業績指
標とし、その実績の推移は１.（４）財産及び損益の状況に記載のとおりであります。当社の業績
連動報酬は、役位別に設定した支給率を乗じて算出されております。

5．非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「（ⅰ）d.非金銭報酬等の内容
及び額の算定の方法の決定に関する方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付
状況は「２.（１）⑤当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況」
に記載しております。

6．取締役会は、代表取締役社長執行役員加藤和弥に対し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬
等の額の決定を委任しております。権限の内容及び委任理由等は上記（ⅰ）（ⅱ）に記載のとお
りであります。
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区　分 氏　名 重要な兼職先 当社との関係

社外取締役 八十川　祐　輔 株式会社ワイノット代表取締役
MYCARE Hawaii Inc. CEO 特別な関係はありません。

社外取締役 海　保　理　子 Office Kaiho代表 特別な関係はありません。

社外取締役 青　木　英　彦 学校法人東京理科大学大学院 経営学研究科
技術経営専攻教授 特別な関係はありません。

社外監査役 山　村　幸　治 日本山村硝子株式会社取締役会長 特別な関係はありません。

社外監査役 中　村　明日香 中村明日香公認会計士・税理士事務所代表 特別な関係はありません。

④ 社外役員に関する事項
（ⅰ）他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
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区　分 氏　名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 八 十 川 　 祐 　 輔
　同氏は当事業年度中に開催の取締役会15回すべてに出席し、豊
富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営執行等の適法性につい
て、独立した立場から客観的で有益な発言を適宜行っております。

社外取締役 海 　 保 　 理 　 子
　同氏は当事業年度中に開催の取締役会15回すべてに出席し、豊
富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営執行等の適法性につい
て、独立した立場から客観的で有益な発言を適宜行っております。

社外取締役 青 　 木 　 英 　 彦
　同氏は当事業年度中に開催の取締役会15回すべてに出席し、豊
富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営執行等の適法性につい
て、独立した立場から客観的で有益な発言を適宜行っております。

社外監査役 山 村 幸 治

　同氏は当事業年度中に開催の取締役会15回すべてに出席し、豊
富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営執行等の適法性につい
て、独立した立場から客観的で有益な発言を適宜行っております。
　また、当事業年度中に開催の監査役会16回すべてに出席し、監
査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っ
ております。

社外監査役 中 　 村 　 明 日 香

　同氏は2024年12月20日開催の第78回定時株主総会において社
外監査役に選任されており、就任後に開催の取締役会11回すべて
に出席し、公認会計士としての専門的見地に基づき、当社の経営執
行等の適法性について、独立した立場から客観的で有益な発言を適
宜行っております。
　また、就任後に開催の監査役会13回すべてに出席し、公認会計
士としての専門的見地に基づき、監査結果についての意見交換、監
査に関する重要事項の協議等を行っております。

（ⅱ）当事業年度における主な活動状況

（ⅲ）責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責
任について、当社定款第25条及び第32条の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役が
職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がない時は、法令の定める最低責任限度額をも
って当社に対する損害賠償責任の限度とする責任限定契約を締結しております。
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 61百万円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 71百万円

⑶ 会計監査人の状況
① 名称　　　　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんの
で、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人
の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３ ． 当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち 、Nam Khai Phu Service Trading Production 
Co.,Ltd.、Lein Hing Holdings Sdn.Bhd.、三陽物産株式会社、Song Ma Retail Co., 
Ltd.及びNaspac Marketing Pte.Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受
けております。

③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任
の理由を報告いたします。

－ 32 －



３. 会社の企業統治の体制
　当社は、コーポレート・ガバナンスを「株主・取引先・従業員・社会に対する継続的な企業価値
の増大」を図るための経営統治機能と位置づけております。
　したがってステークホルダーのための利益を追求すると同時に、社会の構成員として法令・社会
規範を遵守しつつ、適切な経営活動を推進する統治体制の確立に取り組んでおり、そのため取締役
の任期を１年とするとともに、社外取締役を設置しております。また、取締役の業務執行を厳正に
監視するため、監査役についても、その半数以上を社外監査役としております。

＜当社の現在のコーポレート・ガバナンス体制図＞
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４. 資本政策
（1）基本方針

　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指して、「健全な財務基盤の確立」「持続
的成長に向けた投資」「株主還元」の３つのバランスを取ることを基本といたします。

① 健全な財務基盤の確立
　当社グループが事業を継続し、社会にとって食のインフラ機能としての役割を維持させるため
に、充実した自己資本を確保し、健全な財務基盤を確立いたします。

② 持続的成長に向けた投資
　当社グループが事業を継続するために、各種機能の拡充・維持を目的とした新規投資・更新投資
及び人材への投資を行っていくとともに、当社グループが競争力を確保して成長し続けるために、
既存事業の収益力向上及び新規事業の開発などへの投資も積極的に行ってまいります。

③ 株主還元
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と認識し、収益力の向上と財務体質の強化を
図りながら、安定的かつ業績に見合った累進配当政策※1を採用し、原則として１株当たり20円を
上限とする増配を毎年継続的に実施※2することで、配当性向を段階的に40％まで引き上げる目標
といたします。
　自己株式の取得については、資本効率の向上も勘案して、当社の業績や資本の状況、株式市場の
状況など総合的に判断し、必要に応じて機動的に実施いたします。なお、保有する自己株式につい
ては、将来的な活用方法など総合的に判断し、必要に応じて消却を実施いたします。

※１：原則として減配せず、配当の維持もしくは増配を行う政策
※２：開始時期は2025年９月期より
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（2）資本コストや株価を意識した経営の実現
　資本コストや株価を意識した経営の実現に向けては、収益力の向上、資本政策の推進及び成長期
待の創出に取り組むことで、持続的な企業価値の向上とＰＢＲの改善を目指してまいります。

ＰＢＲ

１倍超を目指す

成長期待の創出

株主資本コストを
上回る収益力の確保・維持

ＲＯＥ 収益力

資本政策

コミュニケーション

サステナビリティ
経営

ＰＥＲ

・主力である卸売事業の収益力向上
・新たな収益源の構築

・開示の充実
・対話の充実

・マテリアリティへの取り組み
・ＴＣＦＤの枠組みを活用した対応

・事業継続投資と成長投資
・政策保有株式の縮減
・株主還元の強化（配当・自己株式取得）

6.58

8.50 8.42 8.15

9.47

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

【ご参考】ＲＯＥの推移（％）
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５. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、上記「４．資本政策（1）③株主還元」に記載の方針に基づいて、機動的な資本政策及
び配当政策を図るため、2023年12月開催の当社第77回定時株主総会において定款変更を行い、
会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能と
なる旨を定めております。なお、本定款変更後も中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行
うこととし、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当につい
ては株主総会であります。
　内部留保につきましては、経営基盤のさらなる強化に向けて、物流機能の充実、情報システムの
高度化及び新規事業投資等に積極的に活用してまいりたいと考えております。
　この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、2025年８月８日に公表いたしました１株
につき70円とすることを予定しております。これに伴い、すでにお支払いしております中間配当
１株につき70円を合わせた年間配当は１株につき140円となります。

（注）本事業報告中に記載の金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2025年９月30日現在）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

流 動 資 産 297,841 流 動 負 債 261,133
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
リ ー ス 投 資 資 産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
投 資 不 動 産
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
リ ー ス 投 資 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

71,258
1,260

175,691
736
1,000
39,747

14
533
8,253
△656

168,484
63,941
18,758
3,743
1,171
35,332
1,303
2,953
676
8,029
1,087
6,848
46
47

96,513
66,804
6,818
3,300
278
5,392
8,739
5,273
△95　

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 236,842
短 期 借 入 金 4,520
1年内返済予定の長期借入金 93
リ ー ス 債 務 1,586
未 払 金 11,469
未 払 費 用 371
未 払 法 人 税 等 2,503
未 払 消 費 税 等 314
賞 与 引 当 金 1,632
役 員 賞 与 引 当 金 85
そ の 他 1,713

固 定 負 債 28,179
長 期 借 入 金 211
リ ー ス 債 務 6,996
繰 延 税 金 負 債 12,604
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 273
退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,113
資 産 除 去 債 務 179
そ の 他 2,801

負 債 合 計 289,312
純 資 産 の 部

株 主 資 本 135,795
資 本 金 5,934
資 本 剰 余 金 8,429
利 益 剰 余 金 136,376
自 己 株 式 △14,944
その他の包括利益累計額 33,224
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 27,910
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,396
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 1,916
非 支 配 株 主 持 分 7,993
純 資 産 合 計 177,013

資 産 合 計 466,325 負 債 純 資 産 合 計 466,325

連結計算書類

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額
内　　　訳 合　　　計

営 業 収 益 百万円 百万円
売 上 高 1,178,768
そ の 他 の 営 業 収 益 35,496 1,214,265
営 業 原 価
売 上 原 価 1,096,043
そ の 他 の 原 価 30,021 1,126,064
売 上 総 利 益 82,725
営 業 総 利 益 88,201

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 70,020
営 業 利 益 18,180

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,229
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 45
不 動 産 賃 貸 料 746
売 電 収 入 124
そ の 他 525 2,672
営 業 外 費 用
支 払 利 息 274
為 替 差 損 19
不 動 産 賃 貸 費 用 342
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4
売 電 費 用 42
そ の 他 68 752
経 常 利 益 20,100

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 113
投 資 有 価 証 券 売 却 益 677
補 助 金 収 入 66
受 取 保 険 金 11 868
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 36
減 損 損 失 91
出 資 金 評 価 損 42
リ ー ス 解 約 損 0
棚 卸 資 産 廃 棄 損 57
シ ス テ ム 障 害 対 応 費 用 71 300
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 20,669
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 6,404
法 人 税 等 調 整 額 152 6,557
当 期 純 利 益 14,112
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 883
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 13,228

連結損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2025年９月30日現在）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
リ ー ス 投 資 資 産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 入 金
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
電 話 加 入 権

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
敷 金
建 設 協 力 金
投 資 不 動 産
前 払 年 金 費 用
リ ー ス 投 資 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

218,088
65,442
433

122,271
736
1,000
22,208

36
64
839
2,123
2,910
575
△554

158,942
52,916
14,628
602
590
0

497
32,457
1,262
2,877
6,814
6,737
47
28

99,212
59,502
21,668
104
85
509
977
2,237

1
1,629
2,955
8,739
1,252
△451　

流 動 負 債 201,487
買 掛 金 176,787
リ ー ス 債 務 1,267
未 払 金 7,944
未 払 費 用 191
未 払 法 人 税 等 1,749
未 払 消 費 税 等 79
前 受 金 5
預 り 金 12,162
前 受 収 益 37
賞 与 引 当 金 1,194
役 員 賞 与 引 当 金 67

固 定 負 債 24,474
長 期 借 入 金 345
リ ー ス 債 務 6,555
繰 延 税 金 負 債 11,268
退 職 給 付 引 当 金 3,933
資 産 除 去 債 務 104
そ の 他 2,267

負 債 合 計 225,961
純 資 産 の 部

株 主 資 本 124,620
資 本 金 5,934
資 本 剰 余 金 8,809
資 本 準 備 金 8,806
そ の 他 資 本 剰 余 金 3

利 益 剰 余 金 124,822
利 益 準 備 金 889
そ の 他 利 益 剰 余 金 123,932
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 829
別 途 積 立 金 105,500
繰 越 利 益 剰 余 金 17,603

自 己 株 式 △14,944
評 価 ・ 換 算 差 額 等 26,448
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 26,448
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 0
純 資 産 合 計 151,069

資 産 合 計 377,031 負 債 純 資 産 合 計 377,031

計算書類

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額
内　　　訳 合　　　計

営 業 収 益 百万円 百万円
売 上 高 708,723
そ の 他 の 営 業 収 益 24,713 733,436
営 業 原 価
売 上 原 価 656,534
そ の 他 の 原 価 20,401 676,936
売 上 総 利 益 52,188
営 業 総 利 益 56,500
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 42,233
営 業 利 益 14,266
営 業 外 収 益
受 取 利 息 201
受 取 配 当 金 1,215
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 62
不 動 産 賃 貸 料 556
売 電 収 入 123
雑 収 入 305 2,465
営 業 外 費 用
支 払 利 息 54
為 替 差 損 20
不 動 産 賃 貸 費 用 282
売 電 費 用 42
雑 損 失 17 416
経 常 利 益 16,315
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 25
投 資 有 価 証 券 売 却 益 677
補 助 金 収 入 66 769
特 別 損 失
減 損 損 失 3
固 定 資 産 除 売 却 損 4
出 資 金 評 価 損 42
リ ー ス 解 約 損 0 50
税 引 前 当 期 純 利 益 17,035
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,830
法 人 税 等 調 整 額 154 4,984
当 期 純 利 益 12,050

損益計算書（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員 公認会計士 中 　島 　 久　 木業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 城　 戸 　達 　 哉業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年11月５日

加藤産業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、加藤産業株式会社の2024年10月１日から2025年９月30日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、加藤
産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること
にある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合
又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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指定有限責任社員 公認会計士 中 　島 　 久　 木業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 城　 戸 　達 　 哉業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2025年11月５日

加藤産業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　大阪事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、加藤産業株式会社の2024年10月１日から
2025年９月30日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第79期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査計画において監査の方針、重点監査項目、職務の分担等を定め、各監査
役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、WEB会議システム等を経由した手段を活用しながら、取締役、監査室その他の使
用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに以下の方法
で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議にWEB会議システム形式も含め出席し、取締役及び使用人
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。また、会計監査人から「職務の執行が適正に行われることを確保するた
めの体制」（会社計算規則131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人である有限責任あずさ監査
法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月５日

加藤産業株式会社　　監査役会

常勤監査役 池 村 昌 人 ㊞
監 査 役（社外監査役） 山 村 幸 治 ㊞
監 査 役（社外監査役） 中 村 明 日 香 ㊞
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株 主 総 会 会 場 の ご 案 内

会　  場
　

兵庫県西宮市松原町８番５号
加藤産業株式会社　本社南館４階大会議室
電話　0798 (33) 7650（代表）

交通機関
　

J R 神 戸 線
阪急今津線

「西宮」駅から徒歩約５分
「阪神国道」駅から徒歩約７分

お 願 い
１．株主総会での株主様へのお土産の用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
２．当日は駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
３．車椅子等でご来場の方、介助の必要な方は、受付にてスタッフにお申し出ください。

Ｎ

大阪→

阪
神
国
道

阪
急
今
津
線

今津
大阪梅田→

西宮
JR神戸線

国道２号線

フレンテ西宮

ラ・ヴィーダ西宮

新井組 西　宮
消防署

北口

南口

←神戸三宮

↑西宮北口

〒

阪神本線

加藤産業㈱
本社

会場：
加藤産業㈱
本社南館

会場付近略図


